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☆知財の常識・非常識 � 特許権侵害訴訟における時機に後れた
攻撃防御方法の却下（民事訴訟法157条１項）について …… ⑴

１．はじめに
今回は、特許権侵害訴訟における時機に後れた攻
撃防御方法の却下（民事訴訟法157条１項。同法297
条で準用される場合を含む。）について述べます。
ここでいう攻撃防御方法とは、民事訴訟法156条
以下に規定されたそれであり、原告が、自己の訴訟

上の請求を基礎づけるためにする法律上および事実
上の主張、立証のため申し出た証拠ならびに訴訟上
の申立てを攻撃方法といい、被告がそれに対して防
御するためにする反対申立て、法律上および事実上
の主張、立証のため申し出た証拠ならびに訴訟上の
申立てを防御方法といい、両者をあわせて攻撃防御
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